
　下記２の土地について、表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関
する法律（令和元年法律第１５号）第１５条第１項の規定による登記を下記６
のとおり行う予定であるので、同条第２項の規定により、公告する。

　　　　令和７年１２月５日

秋田地方法務局本荘支局　登記官　西　野　邦　之

１　手続番号
　　第４１０２－２０２４－０００８号
　
２　表題部所有者不明土地に係る所在事項
　　由利本荘市金山字須郷２０番
　
３　地目
　　原野
　
４　地積
　　３９平方メートル
　
５　表題部所有者不明土地の登記記録の表題部の所有者欄に記録されている事
　項
　　鈴木専太郎
　
６　表題部所有者として登記すべき者の氏名又は名称及び住所
　　由利郡北ノ股村８番地
　　鈴木専太郎（明治２１年１２月９日当時）
　

満了：R7.12.19

表題部所有者の登記をしようとする旨の公告

記


